
下記講座については、感染拡大状況や休館期間次第で中止となる場合があります。 

 

 

 

   

 ★梅雨入りしました。   

  カビや食中毒などの対策が必要な時期になりました。 

 以前から利用者様より、スリッパがはきにくい、すっぽ抜ける 

とのご指摘があり、取り換えることとしました。 

6月から新しいものをご利用いただけると思います。 
 

 
 
 
 
 
ふれあいセンターの休館について。 

                   （※5 月 30 日 現在） 

 休館期間：令和３年6月 7 日(月)まで  

※期間が変更になる場合があります。 

・休館中は、研修室の利用はできません。 

 ・職員は通常通り出勤しています。   

  

図書の利用について 

  可能なこと 

 ・本の返却 

 ・予約本の受取 

 ・予約（インターネット、窓口） 

※図書室での閲覧はできません。 

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、  

 ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。 

 

 

 
 

 

 

小榊の皆さんとのふれあいを大切に！！       令和 3 年 6月 1日 

木鉢地区ふれあいセンター 
   

長崎市木鉢町 2 丁目 228-6 

  TEL&FAX：865-4143 
開所時間：9～17 時 

休所日：月曜日及び 12/29～1/3 

 

ふれセンだより 6月号 
 

 

第 ４5 号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


